
私立高等学校等専攻科生徒奨学給付金給付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、全ての意志ある私立の高等学校等専攻科の生徒が安心して教育を受けられるよう、

授業料以外の教育費負担を軽減するため、専攻科生徒がいる低所得世帯等を対象に給付する私立高等

学校等専攻科生徒奨学給付金（以下「給付金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

  なお、本事業は国が実施する高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への奨学のための給

付金）に該当するものである。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 高等学校等専攻科 高等学校及び中等教育学校（後期課程）の専攻科の学科のうち、大学への

編入学基準を満たす課程を有するもの又は国家資格者養成課程を有するものをいう。 

(２) 生計維持者 高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱（令和

２年４月１日文部科学大臣決定）第３条第１項第４号又は国の設置する高等学校等に係る高等学

校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱（令和２年４月１日文部科学

大臣決定）第３条第１項第４号に規定する「生計維持者」をいう。 

(３) 専攻科生徒 高等学校等修学支援事業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱（令和

２年４月１日文部科学大臣決定）第３条又は国の設置する高等学校等に係る高等学校修学支援事

業費補助金（専攻科の生徒への修学支援）交付要綱第３条に規定する専攻科支援金の補助要件を

満たす者（同条第４号に該当せず、当該補助要件を満たさない者であって、次条第２項の規定を

適用したならば、その保護者等が給付対象者となる場合にあっては、当該補助要件を満たさない

者を含む。）をいう。ただし、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（令

和５年５月10日こ支家第47号）による措置費等の支弁対象となる者で、特別育成費（母子生活支

援施設の専攻科生徒を除く。）が措置されている者及び特別支援学校の専攻科に在学する者を除く。 

(４) 災害等 令和６年１月１日以降に発生した災害等をいう。 

 

（給付対象者） 

第３条 給付金の給付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、給付を受けようとする年度

の７月１日（以下「基準日」という。）において、次の各号いずれにも該当する者とする。 

(１) 私立の高等学校等専攻科に在学する専攻科生徒の生計維持者であり、県内に住所を有する者 

(２) 給付金を申請する年度における生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額

の合算額が非課税である次のいずれかの区分に該当する者 

 ア 非課税である世帯 

 イ 105,500円未満である世帯（アを除く。） 

 ウ 264,500円未満であり扶養する子が３人以上いる世帯（ア及びイを除く。） 



２ 前項第２号に該当しない者のうち、給付を受けようとする年度の３月１日までに生計維持者の失職

等その他やむを得ない事情により家計が急変し（以下「家計急変」という。）、基準日（基準日の翌

日以降に家計急変があった場合は、家計急変のあった日の翌月の１日。ただし、家計急変があった日

が月の初日の場合は、家計急変があった月の１日。）において、生計維持者全員の道府県民税所得割

及び市町村民税所得割が非課税前項第２号に相当すると認められる者は給付対象者とする。 

３ 第１項第２号ウに規定する「扶養する子が３人以上いる世帯」とは、市町村民税に係る生計維持者

の扶養する子の数が３人以上であり、かつ、生徒が生計維持者に扶養されていることをいう。「扶養

する子」とは、市町村民税における生計維持者の扶養親族であるもののうち、生計維持者と続柄が子

のもの又は扶養している生計維持者よりも年長ではなく、かつ、生計維持者との関係が尊属及び配偶

者でもないものをいう。また、市町村民税の扶養親族に反映されない生計維持者に新たに生まれた子

等（市町村民税における扶養の判定より後に、生計維持者に出生した実子など）も、扶養する子に含

める。 

 

（給付金の給付額等） 

第４条 前条第１項に該当する者の給付金の給付額は、専攻科生徒１人当たり、年額52,100円次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。 

区分 専攻科生徒１人当たりの給付金の給付額 

ア 非課税である世帯 年額 52,100円 

イ 105,500円未満である世帯（アを除く。） 

年額 10,420円 ウ 264,500円未満であり扶養する子が３人以上いる世帯

（ア及びイを除く。） 

２ 前条第２項に該当する者の給付金の給付額は、次に掲げる区分に応じた額とする。 

(１) 基準日以前に家計急変した者 第１項で定める額 

(２) 基準日の翌日以降に家計急変した者 第１項で定める額に、家計急変があった日の翌月（家計

急変があった日が月の初日の場合は、家計急変があった月。）から当該年度の３月までの月数を

乗じて、12月で除した額（１円未満の端数切捨て） 

３ 子の出生等により前条第１項第２号ウに該当する者の給付金の給付額は、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 基準日以前に子が出生等した者 第１項で定める額 

(２) 基準日の翌日以降に子が出生等した者 第１項で定める額に、子が出生等した日の翌月（子の

出生等が月の初日の場合は、子が出生等した月。）から当該年度の３月までの月数を乗じて、12

月で除した額（１円未満の端数切捨て） 

 

（前倒し給付） 

第５条 給付金の給付を受けようとする年度に入学した専攻科生徒の生計維持者で、当該年度の４月１

日において、第３条各項に該当する者は、４月から６月分に相当する額として、前条第１項又は、同



条第２項第１号又は第３項第１号の給付額に４分の１を乗じた額の給付を受けることができる。 

２ 前項の給付を受けた者で、基準日において第３条各項に該当する場合は、前条第１項又は、同条第

２項第１号又は第３項第１号の給付額から前項の給付額を差し引いた額を給付する。ただし、当該給

付額を前項の給付額が上回る場合は、前項の給付額を年額とする。 

３ 第１項の給付を受けた者で、基準日の翌日以降に家計急変し、第３条第２項に該当する場合は、前

条第１項に定める年額から第１項の給付額を差し引いた額を上限として前条第２項第２号に定める額

を給付する。 

４ 第１項の給付を受けた者で、基準日の翌日以降に子が出生等し、第３条第１項第２号ウに該当する

場合は、前条第１項に定める年額から第１項の給付額を差し引いた額を上限として同条第３項第２号

に定める額を給付する。 

 

（災害等に起因する給付額の加算） 

第６条 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失又は毀損し、再度、制服の購入が必要であ

る者のうち、次のいずれにも該当する者に対しては、給付額に81,000円を加算した額を給付するもの

とする。 

(１) 給付対象者又は国が実施する高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のため

の給付金)に基づき他の都道府県が給付した給付金を受けた者。ただし、前倒し給付のみを受けた

者を除く。 

(２) 基準日(基準日の翌日以降に災害等が発生した場合は、加算に係る申請のあった月の翌月の１

日。ただし、災害等が発生した日が申請のあった月の初日の場合は、申請のあった月の１日。)に

おいて、私立の高等学校等専攻科に在学する生徒の生計維持者であって、県内に住所を有するも

の 

 

（給付申請及び認定） 

第７条 給付金の給付を受けようとする給付対象者は、専攻科生徒の世帯の状況について、次のに掲げ

る期間（以下「申請期間」という。）までに岩手県知事（以下「知事」という。）に申請するものと

する。 

(１) 第３条第１項に該当する者 当該年度の７月１日から９月30日（やむを得ない理由により申請

期間に申請することができない場合は、12月31日）までの期間 

(２) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日以前に家計急変があったもの 当該年度の７月１日

から９月30日（やむを得ない理由により申請期間に申請することができない場合は、12月31日）

までの期間 

(３) 第３条第２項に該当する者のうち、基準日の翌日以降に家計急変があったもの 随時 

(４) 第３条第１項第２号ウに該当する者のうち、基準日の翌日以降に子が出生等したもの 随時 

(４５) 第５条第１項に該当する者 当該年度の４月１日から６月30日までの期間 

(５６) 第６前条に該当する者のうち、災害等の発生日が基準日以前である者 当該年度の７月１日



以降  

(６７) 第６前条に該当する者のうち、災害等の発生日が基準日の翌日以後である者 随時 

２ 前項による申請は、次の表の左欄に掲げる専攻科生徒の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を様

式第１号による給付申請書に添付して行うものとする。 

専攻科生徒の区分 書   類 

県内の高等学校等専攻科に在

学する専攻科生徒 

 

ア 第３条第１項第２号又は同条第２項に該当することを証明する

書類 

イ その他県が必要と認める書類 

ウ 第６前条に該当する場合にあっては、当該事実を証明する書類 

県外の高等学校等専攻科に在

学する専攻科生徒 

 

ア 第３条第１項第２号又は同条第２項に該当することを証明する

書類 

イ 様式第２号による在学証明書 

ウ その他県が必要と認める書類 

エ 第６前条に該当する場合にあっては、当該事実を証明する書類 

３ 知事は、第１項に基づく申請を受理したときは、受給資格を審査し、給付を決定したときは様式第

３号による支給決定通知書を、給付を決定しなかったときは様式第４号による不支給決定通知書を、

申請者に通知するものとする。 

４ 前項による支給決定通知書を受けた者は、様式第５号による振込口座届を提出しなければならない。 

 

（給付回数等） 

第８条 給付金は、年度ごとに給付することとし、給付の回数は一１人の専攻科生徒につき年１回、在

学している間の通算２回（高等学校等専攻科の定める修業年限が１年の場合は１回）を上限とし、前

条第４項の規定に基づき提出された振込口座届により口座へ振込むものとする。 

２ 前項に規定にかかわらず、第５条の規定による給付に限り、分割して給付を受けることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第６条に規定する加算額の給付は、当該災害等につき１回に限り受け

ることができる。 

  

 （代理受領等） 

第９条 学校設置者は、申請書提出時に生計維持者から委任状が提出された場合、給付金を代理受領し、

当該生計維持者が負担する授業料以外の教育費に充当することができる。ただし、充当後に残額が生

じた場合は保護者等に対し、別に定める方法により、返金しなければならない。 

  

（給付金の返還等） 

第10条 給付金は、基準日の翌日以降（第３条第２項の場合においては、基準日の翌日以降に家計急変

があった場合は、家計急変のあった日の翌月の１日（ただし、家計急変があった日が月の初日の場合



は、家計急変があった月の１日。）、第３条第１項第２号ウの場合において、基準日の翌日以降に子

が出生等した場合は、子が出生等した日の翌月の１日（ただし、子が出生等した日が月の初日の場合

は、子が出生等した月の１日。）及び第５条第１項の場合においては、当該年度の４月１日。）の状

況により給付するものとし、給付後に世帯状況の変化、専攻科生徒の休学並びに及び退学があった場

合であっても、知事は生計維持者に給付金の追給及び返還の請求を行わないものとする。ただし、偽

りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは全額返還の請求を行うものとする。 

 

（補則） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年６月２日から施行し、令和２年度分の事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月６日から施行し、令和２年度分の事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月５日から施行し、令和２年度分の事業から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年５月17日から施行し、令和３年度分の事業から適用する。 

 

附 則 

第１条 この要綱は、令和４年５月17日から施行し、令和４年度分の事業から適用する。 

第２条 令和３年度以前に高等学校等専攻科に入学した生徒については、本則中「生計維持者」とある

のは、「令和４年４月１日改正前の規定による保護者等」と読み替えるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年３月27日から施行し、令和５年度分の事業から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年６月12日から施行し、令和７年度分の事業から適用する。 


